
歌舞伎町1-4-1　新宿区役所本庁舎2階　高齢者支援課内

四谷三栄町10-16　四谷保健センター等複合施設4階

北山伏町2-12　あかね苑新館内

弁天町50　牛込保健センター等複合施設4階

戸山2-27-2　戸山シニア活動館1階

百人町2-8-13　Fiss 1階

高田馬場1-17-20　新宿区社会福祉協議会1階

中落合2-5-21　聖母ホーム内

上落合2-22-19　キャンパスエール上落合2階

北新宿3-27-6　北新宿特別養護老人ホーム（かしわ苑）内

西新宿4-8-35　西新宿シニア活動館3階

補聴器購入に係る費用のうち72,450円を上限に

実費を助成します。助成決定後に認定補聴器技

能者のいる店舗にて購入した、管理医療機器と

して認定された補聴器が対象です。

・診察料、検査料などの受診料

・受診結果報告書等の発行費用

※身体障害者手帳をお持ちで障害者総合支援法に基づく補聴器購入費の支給を受けられた方や、

　過去５年以内にこの事業による支給・助成を受けられた方は対象外です。

上限　千円で 片耳

千円で 両耳
耳かけ式補聴器の片耳もしくは両耳、または箱

型補聴器を支給します。

生活保護、もしくは中国残留邦人等支給給付を

受けている方、または住民税非課税の方につい

ては、受給者負担額が生じません。

令和8年4月から内容が変わります！

　　　　　　　　　　で聴力が低下した方に、
補聴器の支給または助成をおこないます

補聴器

補聴器の支給 補聴器購入費の助成

の支給・助成

７ 

対象外費用　

もしくは

新宿区　高齢者総合相談センター　一覧
新宿区役所

四谷

箪笥町

榎町

若松町

大久保

戸塚

落合第一

落合第二

柏木

角筈

☎03-5273-4593

☎03-5367-6770

☎03-3226-0753

☎03-5227-1757

☎03-5292-0710

☎03-5332-5585

☎03-3203-3143

☎03-3953-4080

☎03-5348-8871

☎03-5348-9555

☎03-5309-2136

65歳以上

万　２千　450円２
４
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申請書を取得する

高齢者支援課または各高齢者総合相談センターに相談のうえ、申請書等を取得します。ホームペーからも

ダウンロードできます。

①申請書

②受診結果報告書

③聴力検査会結果表

申請書を取得する

補聴器購入費の助成
申請から助成までの流れ

高齢者支援課または各高齢者総合相談センターで申請書等を

取得します。区ホームページからもダウンロードできます。

・申請書　・受診結果報告書　・聴力検査結果表

耳鼻咽喉科を受診する
申請書等をもって、耳鼻咽喉科医師の診断を受けます。

補聴器が必要と認められた場合には、受診結果報告書、聴力検査結果表を

受け取ります。

必要書類を区へ提出する
補聴器を購入することが決まったら、高齢者支援課または高齢者総合相談

センターの窓口、もしくは郵送で書類を提出します。

・申請書　・受診結果報告書　・聴力検査結果表

助成決定通知書が届く
高齢者支援課で提出された書類を確認し、助成決定通知書・助成金請求書を

お送りします。

補聴器を購入する
助成決定通知書が届いた後に補聴器を購入します。

助成の対象とするのは、認定補聴器技能者が在席する店舗で購入した、

管理医療機器として認定された補聴器（附属品含む）のみです。

※集音器やメンテナンス費用については対象外です。

必要書類を役所へ提出する
・助成金請求書　・領収書（コピーでも可）

提出後、助成金が指定の口座に振り込まれます。

新宿区　補聴器の支給等　案内サイト

1

2

3

4

5

6

東京都渋谷区代々木2-1-5　JR南新宿ビル１階
電話：03-3379-5524　　FAX：03-3379-2564

作成元：

リオネットセンター　サイト

※本資料は、新宿区公式サイトの情報をもとに作成しています。なお、助成の可否は自治体の審査によります。
　最新の情報は、新宿区公式サイトをご確認いただきますようお願いいたします。　
　https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file05_02_00009.html
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